
OPELAⅢCx スマートプラン利用規約 

 
第１条 （目的） 

OPELAⅢCx  スマートプラン利用規約（以下、「本規約」といいます。）は、太陽商事株式会社（以下、 

「弊社」といいます。）がお客様に対して、OPELAⅢCx レンタルサービス「OPELAⅢCx スマートプラン」を

提供するにあたり、その諸条件を定めるものです。 

 

第２条 （定義） 

１「商品」 

「商品」とは、OPELAⅢCx 本体をいいます。ただし、新品ではなく、弊社において、スマートプラン解

約返品された製品を、新品同様に再整備・クリーニングした高品質な「再生リユース品」となります。

内部の光源やケーブルは新品に交換され、1年間の保証が付帯します。 

２「商品等」 

「商品等」とは、商品ならびにパッケージに付属する、バッテリーユニット、専用 AC アダプタ―、充電

スタンド、および COOLMAX®インナーパッド、保管シェルケースをいいます。 

３「本サービス」 

「本サービス」とは、OPELAⅢCx スマートプランをいいます。 

４「代理店」 

「代理店」とは、弊社が本サービスの販売に関して指定する代理店をいいます。 

５「お申込情報」 

「お申込情報」とは、お客様が本サービス購入のお申し込み時に弊社に提供する医療法人名およ

び/または病院名、住所、メールアドレス、電話番号、その他の情報をいいます。 

６「利用場所」 

「利用場所」とは、お申込書に記載された主たる利用場所をいいます。 

７「納品日」 

「納品日」とは、本商品等がお客様に納品された日をいいます。 

８「利用開始日・利用開始」 

「利用開始日」とは本商品等の納品日の翌月１日をいいます。本商品等を現実に利用されているか

どうかにかかわらず、利用開始日をもって「利用開始」とさせていただきます。 

９「利用料金」 

「利用料金」は、本サービスの利用料金である月額３４，０００円（税抜き）をいいます。 

１０「反社会的勢力」 

「反社会的勢力」とは、暴力団、暴力団員暴力団員でなくなったときから５年を経過しない者、暴

力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力集団、「無差

別大量殺人を行った団体の規制に関する法律」に基づき処分を受けた団体、その団体に属している

者、各種制裁リストに掲載されている者、その他これらに準ずる者をいいます。 



第３条 （契約の成立） 

１ 次項に規定する申込みの不承諾事項に該当しない限り、お客様が所定の申込書を代理店に交

付いただいた時点で契約が成立するものとします。ただし、お申込み情報が不足している場合にはこ

の限りではありません。 

２ 弊社は、前項にかかわらず、以下のいずれかに該当する場合には、お申し込みを承諾しないことがあ

ります。 

（１）お申し込みの情報に虚偽の内容がある場合 

（２）過去に弊社の取引において、料金、販売代金等のお支払いを遅滞したことがある場合 

（３）過去に弊社との取引において、対象商品の利用場所を承諾なく変更したことがある場合 

（４）過去に弊社との取引において対象商品を故意に毀損した場合 

（５）反社会的勢力に該当する場合 

（６）前各号に準ずる事由があり、弊社の判断において、お客様との契約を締結しがたいと判断した

場合 

３ 弊社が前項に基づき、承諾をしないこととした場合には、代理店を通じてお客様に通知いたします。

ただし、弊社はその理由を開示する義務を負いません。 

 

第４条 （納品） 

お申し込み後、利用開始月の前月末日までに弊社指定業者により商品等を利用場所に納品いたしま

す。 

 

第５条 （利用料金のお支払） 

お客様は、利用料金及びこれにかかる消費税等の額を代理店から指定された期日までに代理店から指

定された銀行預金口座に振り込んで支払うものとします。 

 

第６条 （お客様の義務） 

１ お客様は、本サービスの契約期間中および契約終了後も商品等を返却するまでの間、商品等を

善良なる管理者の注意をもって保管・利用（契約終了後は利用できません）するものとします。 

２ お客様は、お申込情報に変更があった場合には速やかに弊社または代理店に通知するものとします。 

 

第７条 （禁止事項） 

お客様は、以下の行為を行わないものとします。 

（１）本商品等の全部または一部の譲渡、転貸または質入れなど担保に供すること 

（２）本商品等を事前の通知なく利用場所以外で使用すること 

（３）本商品等につき故意または重大な過失により毀損すること 

（４）お申込情報に変更があったにもかかわらず、速やかに通知しないこと 



 

第８条 （修理・消耗品） 

１  弊社は、本サービス提供期間中、お客様に過失の無い本商品の故障については、弊社の判断に

より、無償で修理または交換を行います。ただし、本商品等を事前の通知なく利用場所以外の場

所で使用した場合には、無償での修理または交換の対象外とさせていただくことがありますのでご注

意ください。 

２ 弊社は、本サービス提供期間中、バッテリーユニットおよび付属の COOLMAX®インナーパッドの劣化

についても無償で交換いたします。 

なお、バッテリーユニットの劣化とは、取扱説明書に記載の連続点灯時間と比較し８０％未満であ

ることを認めた場合をいいます。 

また、COOLMAX®インナーパッドの交換は、本サービス提供期間中【納品日から利用開始日の

前日までの期間を含みます。）お好きなタイミングで３回までとなります。３回を超えた場合は、別途

有償にて交換いたします。 

 

第９条 （お客様による契約の解約） 

１ 本商品等の利用開始後６ヵ月経過後は、お客様はいつでも手数料やペナルティなく自由に解約で

きます。なお、解約申込日が属する月の翌月末日をもっての解約となりますので、利用終了月の前

月末日までにご連絡ください。 

２ 解約のお申込みは、代理店または弊社にご連絡ください。 

３ 原則として解約日の翌日以降３営業日以内に本商品等を代理店にご返却ください。 

 

第１０条 （弊社による契約の解除） 

１  お客様が次の各号のいずれかに該当する場合には、弊社は、何らの催告をすることなくただちにお

客様との間の利用契約及びお客様と弊社が別途締結した契約の全部又は一部を解除することが

できるものとします。なお、弊社は、お客様が解除に際して損害が生じた場合であっても当該損害に

つき一切責任を負いません。 

（１）お客様が資産について差押え、仮差押え、仮処分、強制執行又は公租公課の滞納処分を受け

た場合 

（２）破産手続き開始、民事再生手続き開始、会社更生手続き開始、特別清算手続き開始について

自ら申し立て、又は第三者から申し立てられた場合 

（３）お客様が月額利用料を定められた期日までに入金をされず、弊社または代理店からの督促にも

かかわらずお支払いいただけない場合 

（４）お客様が反社会的勢力にあたることが判明した場合 

（５）お客様が第７条各号のいずれかに該当した場合 

２ 前項の解除の時期にかかわらず、弊社は、既に受領した金銭を返還する義務はなく、かつ、お客様

の支払いが遅滞している代金等を受領する権利を失わないものとします。 



３  第１項の解除の時期が、本商品等の利用開始から６ヵ月以内の場合、お客様は中途解約金として

６ヵ月分の月額利用料金から、支払済みの月額利用料金を控除した金額を第５条に規定する方

法に従い、直ちに一括で支払うものとします。 

４ 本条による解除の場合、弊社からの解除日以降３営業日以内に代理店に対して本商品等を返

還するものとします。 

 

第１１条 （お客様による商品等の購入） 

１ お客様は、利用開始日から４８カ月を経過するまでの間は、いつでも本商品等を購入することができ

ます。 

２ 購入する場合の代金は、３４，０００円×４８カ月分の金額から既にお支払い済みの利用料金を控

除した金額（税抜き）となります。 

３ 購入代金全額をお支払いいただいた時点で、本商品等の所有権は弊社からお客様に移転します。 

 

第１２条 （４８カ月経過後の所有権の移転） 

利用開始日から４８カ月を経過した日の翌日をもって、商品等の所有権はお客様に自動的に移転し、お

客様は商品等を返還する必要はなくなります。ただし、所有権移転の日において、利用料金の未払分があ

る場合には、所有権移転後において第５条にしたがってお支払いいただく必要があります。 

 

第１３条 （利用規約の変更） 

１  弊社は、事前にお客様の承諾を得ることなく本規約を変更でき、変更後の本規約の効力発生日の

２カ月前までに、本規約を変更する旨及び変更後の本規約の内容とその効力発生日を弊社ウェブサ

イト(https://www.opela3.com/)に掲示するか、またはお客様に弊社または代理店から電子メール

その他の方法により通知します。 

２  お客様は、変更後の規約に同意されない場合には、当該効力発生日までに弊社または代理店に

通知することにより、本契約を解約することができます。この場合には、当該効力発生後解約日まで

の期間中は変更前の本規約が適用されます。 

３ 当該効力発生日までに、本契約解約のお申し出がない場合には、弊社は、お客様が変更後の

本規約に同意したものとみなし、当該効力発生日から変更後の本規約を適用するものとします。 

 

第１４条 （損害賠償） 

１  弊社は、本サービスの利用に関連してお客様が被った損害について、契約不適合責任を含め一

切賠償の責任を負わないものとします。ただし、万一商品等につき、弊社の責めに帰すべき事由によ

りお客様に損害を与えた場合、弊社は、お客様に現実に生じた直接かつ通常の損害額を、その損

害が生じた時点から遡って過去６ヶ月の期間にお客様から現実に受領した利用料金の合計額を限

度として、損害賠償の責任を負うものとします。ただし、弊社の故意又は重過失により本サービスの提

供に起因又は関連して損害が生じたときは、弊社はお客様に現実に生じた直接かつ通常の損 



害を賠償するものとします。 

２  お客様が故意または過失により本商品等を毀損した場合には、４８カ月分の利用料金（税抜き）

から、既にお支払いをいただいた金額（税抜き）を控除した金額を損害賠償としてお支払いいただき

ます。ただし、再度本サービスに利用可能な程度に修理が可能な場合（修理に上記損害賠償の

金額以上の金額を要する場合を除きます。）においては、修理費用及び修理により利用できなかった

期間に相当する利用料金相当額を損害賠償としてお支払いいただきます。 

 

１５条 準拠法 

本規約及び利用契約の成立、効力、履行及び解釈に関しては、日本法が適用されるものとします。 

 

第１６条 管轄裁判所 

本サービスに関し紛争が生じた場合には、訴額に応じ、東京簡易裁判所または東京地方裁判所を第

一審の専属的合意管轄裁判所とします。 

 

第１７条 (プレスリリース) 

弊社は、お客様による本サービスの利用に関して、できる限りお客様の特定につながらない内容で、プレス

リリース、営業用資料、IR 資料及びホームページへの掲載により公表することが出来るものとします。 

ただし、お客様が別途弊社に申入れ、双方協議の上、別途合意した場合はこの限りではありません。 

 

第１８条（個人情報の取り扱い） 

弊社は、お客様から提供された個人情報(個人に関する情報のうち、氏名、生年月日、電話番号、住

所、電子メールアドレスなど、特定の個人を識別することができる情報(当該情報だけでは特定の個人を

識別できなくても、ほかの情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別できるものを含

み ま す 。 ) を 本 サ ー ビ ス の 提 供 に 必 要 な 範 囲 及 び 弊 社 の プ ラ イ バ シ ー ポ リ シ ー 

(https://www.taiyocorp.com/plibacy/)で規定された目的の範囲で使用することができるものとします。 

 

２０２６年 １月 ２７日 一部改定 

２０２４年  ９月  ２日 制定 

 


